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趣旨 

埋蔵文化財の記録の中心となる発掘調査報告書は、国民の共有財産としての価値を最

大限に活かすために、より開かれた形での情報提供が望ましい。文化財動画や文化財イベ

ントなどを調査成果の発信と連携させることで、より効果的な発信が可能となる。当説明

会では、報告書の電子公開をはじめ、様々な文化財情報の登録に関する実務を説明し、文

化財情報の一層の活用促進をはかることにより、普及公開に資することを目的とする。 

 

 

第 1 回開催概要 

日 時：令和 7（2025）年 1月 21日（火）13:00-17:00 

会 場：カクイックス交流センター（かごしま県民交流センター） 

 

主 催： 国立文化財機構奈良文化財研究所 

後 援： 鹿児島県教育委員会 

協 力： 国立大学法人島根大学附属図書館 

 

第 2 回開催概要 

日 時：令和 7（2025）年 2月 14日（金）13:00-17:00 

会 場：栃木県総合文化センター 

 

主 催： 国立文化財機構奈良文化財研究所 

共 催： 栃木県 

協 力： 国立大学法人島根大学附属図書館 

 

第 3 回開催概要 

日 時：令和 7（2025）年 2月 21日（金）13:00-17:00 

会 場：福井市地域交流プラザ（AOSSA（アオッサ）） 

 

主 催： 国立文化財機構奈良文化財研究所 

共 催： 福井県教育委員会 

協 力： 国立大学法人島根大学附属図書館 

  



第 1 回 プログラム 

 

13:00～13：05 開会挨拶 

         西小野 哲也 鹿児島県教育庁文化財課 課長  

 

13:05～13:35  基調「令和時代の文化財デジタルデータの発信と活用」 

               芝 康次郎 文化庁文化財第二課 埋蔵文化財部門 文化財調査官  

 

13:35～13:55  報告「デジタル時代における調査のあり方」 

               国武 貞克  奈良文化財研究所 主任研究員               

 

13:55～14:30  報告「多様な文化財情報プラットフォームである全国遺跡報告総覧」 

高田 祐一 奈良文化財研究所企画調整部 主任研究員       

 

――――――――――休憩（14:30～14:45）―――――――――― 

 

14:45～15:20  案内「報告書電子化・遺跡抄録登録の実務に関わる説明」 

        （オンラインによる報告） 

                矢田 貴史 島根大学付属図書館 情報サービスグループ                                                              

 

15:20～15:45    案内「人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業に関

する説明」 

                 武内 樹治 奈良文化財研究所企画調整部 アソシエイトフェロー 

 

――――――休憩[質問票の回収]（15:45～16:00）――――――― 

 

16:00～16:30  質疑応答 

               回答者： 芝 康次郎／国武 貞克／高田 祐一／矢田 貴史/武内 樹治 

 

16:30～16:35   閉会挨拶   

        清野 孝之 奈良文化財研究所企画調整部 部長 

 

        ―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

16:35～17:00    個別相談会（当日相談歓迎） 



第 2 回 プログラム 

 

13:00～13：05 開催趣旨 

         高田 祐一 奈良文化財研究所企画調整部 主任研究員  

 

13:05～13:35  基調「令和時代の文化財デジタルデータの発信と活用」 

               大澤 正吾 文化庁文化財第二課 埋蔵文化財部門 文化財調査官  

 

13:35～13:55  報告「デジタル時代における調査のあり方」 

               国武 貞克  奈良文化財研究所 主任研究員               

 

13:55～14:30  報告「多様な文化財情報プラットフォームである全国遺跡報告総覧」 

高田 祐一 奈良文化財研究所企画調整部 主任研究員       

 

――――――――――休憩（14:30～14:45）―――――――――― 

 

14:45～15:20  案内「報告書電子化・遺跡抄録登録の実務に関わる説明」 

                高田 祐一 奈良文化財研究所企画調整部 主任研究員                                                              

 

15:20～15:45    案内「人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業に関

する説明」 

                 武内 樹治 奈良文化財研究所企画調整部 アソシエイトフェロー 

 

――――――休憩[質問票の回収]（15:45～16:00）――――――― 

 

16:00～16:30  質疑応答 

               回答者： 大澤 正吾／国武 貞克／高田 祐一/武内 樹治 

 

16:30～16:35   閉会挨拶   

        清野 孝之 奈良文化財研究所企画調整部 部長 

 

        ―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

16:35～17:00    個別相談会（当日相談歓迎） 

 



第 3 回 プログラム 

 

13:00～13：05 開催趣旨 

         高田 祐一 奈良文化財研究所企画調整部 主任研究員  

 

13:05～13:35  基調「令和時代の文化財デジタルデータの発信と活用」 

               長 直信 文化庁文化財第二課 埋蔵文化財部門 文化財調査官           

 

13:35～14:15  報告「多様な文化財情報プラットフォームである全国遺跡報告総覧」 

高田 祐一 奈良文化財研究所企画調整部 主任研究員       

 

――――――――――休憩（14:15～14:30）―――――――――― 

 

14:30～15:10  案内「報告書電子化・遺跡抄録登録の実務に関わる説明」 

        （オンラインによる報告） 

                矢田 貴史 島根大学付属図書館 情報サービスグループ                                                              

 

15:10～15:35    案内「人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業に関

する説明」 

                 武内 樹治 奈良文化財研究所企画調整部 アソシエイトフェロー 

 

――――――休憩[質問票の回収]（15:35～15:50）――――――― 

 

15:50～16:25  質疑応答 

               回答者： 長 直信／高田 祐一／矢田 貴史/武内 樹治 

 

16:25～16:30   閉会挨拶   

        清野 孝之 奈良文化財研究所企画調整部 部長 

 

        ―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

16:30～17:00    個別相談会（当日相談歓迎） 

 



令和時代の文化財デジタルデータの発信と活用 
 

文化庁文化財第二課埋蔵文化財部門 
 

１．社会的要請としてのデジタル化 
 我が国は急激な人口減少社会へ突入しており、官民問わずに人材不足が今後より深刻化

する。行政に関して言えば、質の高い公共サービス維持とともに、多様化するニーズへの

対応等、より少ない人数で効果的な業務遂行が求められることとになる。社会全体でのデ

ジタル技術の活用とは、こうした喫緊の課題に対応する手段であるとともに、適切に運用

することによって、業務効率化による負担軽減やコスト削減にも寄与するものである。政

府はこうした認識のもと、国及び地方公共団体が共通のデジタル基盤を整備・運用してい

くための基本方針を定めている（「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」令和

６年６月２１日、デジタル行財政改革会議）。文化財保護の場においても、デジタルアーカイブ

や三次元技術の応用等、デジタル技術の運用はすでに多くの組織で進められている。一方

で、日進月歩の技術であるが故に、これらが組織や業務全体の中で効果的、効率的に運用

されているか、持続可能なものとなっているのか等、現状の見直しを含め思考を巡らせる

ことも必要になるだろう。ここでは、報告者が所掌する埋蔵文化財保護行政におけるデジ

タル技術と、今後活用していくための考え方について示したい。 
 
２．埋蔵文化財保護行政におけるデジタル技術 
（１）埋蔵文化財保護の４段階とデジタル技術 
埋蔵文化財保護行政は、①把握・周知、②調整、③保存、④活用の４つの段階が適切に

運用され、循環することによって成り立つ（『埋蔵文化財の保存と活用』、平成１９年２月１日、埋

蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会）。これらの諸段階で用いられている

デジタル技術はおおよそ以下のようになる。 
  ①把握・周知、②調整：遺跡地図（GIS）・遺跡台帳等の管理等 
  ③保存（記録保存含む）：デジタルカメラ・三次元計測含む各種計測技術等 
  ④活用：報告書アーカイブ・ AR・VR 等 
 埋蔵文化財調査の基本である発掘調査は、伝統的にアナログ技術が主流をなしてきた。

これは、発掘調査記録の性質によるところが大きい。すなわち、一次資料である発掘調査

の図面、記録類は、調査の代償として得られるもので、失われた場合に復元が困難である

こと、そして恒久的な保存管理により次代に引き継ぐ責務があること（『発掘調査のてびき』

文化庁文化財部記念物課、平成２２年、以下『てびき』という。）によって、適切な場所が確保でき

れば保存管理が可能であるためである。デジタルデータの保存管理に係るコストやデータ

消失などのリスクへの不安は、当時デジタル技術の積極的な導入への障壁となっていたし、

現在でもその側面も少なからずある。 



（２）デジタル技術導入の背景と経過―『発掘調査のてびき』・『デジタル報告』 
 文化庁が示す考え方においても、技術進展によるデジタル技術導入の必要性を認めつつ

も、記録類の恒久的保存と管理の担保の観点から、安易な導入には注意を促してきた。こ

れはやはり、発掘調査記録は遺跡の破壊に対する代償であるとの考えが根底にある。例え

ば、『てびき』において示された発掘調査報告書に求められる基本原則は、①将来にわた

って保存されること、②相応の精度を有すること、③公開・活用のための形態・方法が適

切であることである。そのため形態は「記録媒体自体が劣化のほか、媒体の規格変更や製

造中止など、いくつかの問題が指摘されるデジタルデータではなく、紙媒体による印刷物

であることが求められる」とされた。 
『てびき』公表後、デジタル技術は大きく進展し、誰しもが手軽にデジタルデータに利

用できる環境が整備されてきた。こうした情勢を受けて文化庁が設置した外部有識者から

なる埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査検討委員会が検討し、それを報告

として公表したのが、『埋蔵文化財保護行政におけるデジタル技術の導入について１～３』

（報告）（平成２９年～令和２年、以下『デジタル報告』という）である。ここで検討さ

れたのは、デジタルカメラの導入（『デジタル報告１』）、発掘調査報告書とデジタル技術

（『同２』）、一次資料（図面、写真類）のデジタル化（『同３』）である。これらは、フィ

ルムからデジタルへの移行が急速に進んだカメラに関する考え方、報告書発行部数が限ら

れる中で、デジタル化することで報告書を効果的に活用する考え方と方策、保管へのリス

クやコストの問題が顕在化している一次資料のデジタル化に対する考え方等、喫緊の課題

に対する対応を示した。 
ただ、技術進展や社会変化は目まぐるしい。一連の報告からコロナ禍を挟んだ現在、社

会的状況はさらに大きく変化したといってよい。文化庁は、現在でも『てびき』の原則①

～③の考え方を堅持している。一方で、デジタル社会への対応を可能な限り進めていくべ

きであり、埋蔵文化財保護行政そのもののイノベーションを行う必要がある（芝康次郎「な

ぜ今、新技術か―埋蔵文化財保護行政をめぐる課題解決に向けて―」『月刊文化財』令和５年８月号、２

０２３年等）。つまり、①～③をデジタルによって実現する方法を検討する時代に突入した

と言えよう。埋蔵文化財保護行政においても人材不足や技術継承の課題は、各方面で顕在

化しており、その解消のためにデジタル技術等の導入の検討は不可欠と言えよう。冒頭で

述べた社会の大きな変化は、今後の埋蔵文化財保護行政の在り方にも大きな影響を及ぼす

ことは必定で、その変化にいかに対応するかは喫緊の課題である。埋蔵文化財保護行政は、

今まさに大きな岐路に立っている。 
 

３．「発掘調査のイノベーション事業」について 
 令和４年７月２２日に文化審議会文化財分科会が公表した『これからの埋蔵文化財保護

の在り方について（第一次報告書）』は、現在の社会的課題の中でどのように埋蔵文化財

保護を進めていくべきかを示したものである（資料１）。重要な埋蔵文化財を現状保存す



るために必要な事項の１つとして挙げられたのが、「埋蔵文化財把握のための技術革新」

である。これに対応する具体的な取組が、令和５年度より５か年計画で実施している「発

掘調査のイノベーションによる新たな埋蔵文化財保護システムのための調査研究事業」

（以下、イノベーション事業）である。これは、埋蔵文化財の早期把握による開発計画か

らの回避、予期せぬ埋蔵文化財の発見により発生するコストの最小化等、開発事業との両

立を図るため、埋蔵文化財調査全体について新技術の導入と普及を目指したものである。 
 事業初年度と２年目（令和５・６年度）は、遺跡把握に関わる新技術の導入・普及に係

る調査研究を中心に実施している。具体的には、既存の航空レーザ測量データを利用した、

地表に顕在化している埋蔵文化財の把握に係る調査研究、そして AI 技術等を用いた遺跡

の自動判読や遺跡の存在予測に係る調査研究である。前者は、国土の約８割をカバーする

既存のレーザ測量データ（航空レーザ測量データポータルサイト https://sokugikyo.com/laser/）を

用いて微地形表現図を作成することで、現地表面に何らかの痕跡を残す遺構（古墳や山城

等）を把握することが可能である。今年度の調査研究では、航空レーザ測量データの取得

から現地での埋蔵文化財の把握に係る事項をまとめ、地域の文化財担当者が実践できるよ

うマニュアルを作成する。後者の調査研究は、我が国では研究実践例の少ない分野である。

特に遺跡の存在予測に関しては挑戦的なテーマであるが、これまで遺跡を把握する際に、

一般的に行われてきた微地形の観察や過去の発掘調査データ（試掘・確認調査等を含む）

の活用を、システムとして集約、統合したうえで、AI 技術等を用いて解析することで存在

予測につなげようとするものである。これまで蓄積された実に３５万件に及ぶ発掘調査と

その調査に係るデータは、世界に誇るべきビックデータである。文化庁は、現状の遺跡地

図の高精度化及び客観化に資するこれらのデータを集約、統合するシステムとして「全国

遺跡情報ポータル」の構築と運用を構想しており、次年度以降本格的に検討を開始する。 
今後は、発掘調査に関わる新技術導入、普及についても検討する予定である。既に各調

査組織において、特に遺構、遺物の記録作業に関わる三次元技術の導入が進んでいる。調

査研究では、これらの効果検証を行いつつ、遺跡の把握から報告書作成（および活用）に

至るまでトータルパッケージとして運用できる新技術の導入を目指して検討を進めたい。 

近年、20～30 代前半の若手職員が増え、世代交代も確実に進んでいるが、現在のボリュ

ームゾーンは 40 代後半～50 代にあり、10～20 年後には、より少ない人数で担う事態が必

ずやってくる。大きなポイントは、ベテラン職員が培った技術や経験をいかに継承してい

くかである。この手段がデジタル化や機械化である。デジタル化は、業務やデータ管理の

効率化等の側面ももちろんあるが、誰もが扱えるデータ群にしておくことで、持続可能な

行政システムの構築にも役立つ。 

 
４．埋蔵文化財を社会に生かすために 
（１）埋蔵文化財統計データにみる現在 
デジタル化は、以上のような内的課題への対応のためであるとともに、社会への還元と



いう視点においても効果的な手段となりうる。埋蔵文化財を含む文化財の活用は、言うま

でもなく適切な保存の上に成り立つが、調査研究に基づいて把握した価値を、より広く伝

えていく方策を講じていく必要がある。 
ところで、文化庁が毎年実施している埋蔵文化財関係統計調査（https://www.bunka.go.jp/ 

seisaku/bunkazai/shokai/maizo.html）によると、我が国の周知の埋蔵文化財包蔵地数（≒遺跡

数）は 47 万 2,071 ヶ所存在する（2022 年時点）。令和４年度に実施された開発に伴うい

わゆる記録保存調査は 7,263 件、保存目的調査や大学等による発掘調査の件数は 276 件で

ある。こうした傾向は平成に入って以降、30 年以上にわたって概ね同様の傾向を維持して

おり、当面続くと予想される。また、報告書刊行数は令和３年度が 1,261 件、国立文化財

機構奈良文化財研究所（以下、奈文研という）が取りまとめた『全国遺跡報告総目録』に

よると、発掘調査報告書刊行総数がおよそ 10万件に上る。さらに、保管されている出土

遺物のコンテナ数は 885 万箱以上で、遺物総数は天文学的な数字と言えるだろう。こうし

た数字を見るだけでも、膨大な調査情報が蓄積されていることがわかる。これをいかに社

会に活かしていくか、このことに向き合わねばならない。 
（２）埋蔵文化財情報の活用と発信 
こうした膨大な考古資料の保存、管理には課題も多いが、文化財は国民的財産（文化財

保護法第４条の２）であり、それに関わる情報も公共の財産と考えると、その情報のオー

プン化と活用は、文化財の価値の共有を進め、保護意識の向上にも寄与しうる。 
発掘調査報告書のオープン化については、『デジタル報告２』に示したとおり、奈文研

が運営する「全国遺跡報告総覧」（https://sitereports.nabunken.go.jp/ja）（以下、「総覧」とい

う）においてなされており、PDF を有する書誌情報は４万件を超える。発掘調査報告書の

需要への対応という点に留まらず、円滑な埋蔵文化財保護行政の推進という点にも大いに

資する。総覧は、遺跡に関する関連情報（動画、イベント等）も閲覧できる仕組みを有し、

文化財情報のプラットホームとしても有用であり、積極的な活用が期待される。 
情報のオープン化はあらゆる人々に情報を届けるために行うものであり、その方法は、

多様であってよい。コロナ禍で広まった動画による発信もその１つと言えるだろう（文化

庁も YouTube 番組「いせきへ行こう！」を 50 本以上制作し、絶賛配信中である）。研究

や行政の専門職員らが得た情報群をオープン化することで、情報共有する人々の裾野が広

がり、結果的に公共の財産たる埋蔵文化財を将来に継承できる可能性を高めることにもな

るだろう（芝康次郎「考古学と刊行物・広報・データベース」『考古学の輪郭』、2024 年）。 
 繰り返すが、社会は目まぐるしく変化している。冒頭に述べた社会情勢やニーズを意識

しつつ、文化財を将来に確実に継承していくために、文化財（記録等を含む）の適切な保

存とその管理、そして情報共有と発信が必要である。 
 

←文化庁・埋蔵文化財 HP 

（各種報告・統計資料掲載） 

←文化庁 YouTube 

 「いせきへ行こう！」 



<概要>

（問題意識）
〇埋蔵⽂化財は、国や地域の歴史を語る上で⽋くことができないものであり、これを
調査し、その内容等に応じて適切な保護を図り、広く国⺠にその価値を伝えること
は、国や地⽅公共団体の重要な責務である。

〇⼀⽅、開発に携わる⽴場からすれば、予期せぬ埋蔵⽂化財の発⾒による事業期間や
経費の増⼤、事業効果の低下、地域や住⺠への影響等が⽣じた場合の影響は⼤きい。

〇埋蔵⽂化財の保護と、開発事業を円滑に進め、互いにその影響を最⼩限に抑えるこ
とが、持続可能な形で両⽴できるよう、これまでの様々な事例や経験も踏まえ、重
要な遺跡の保護を図る⽅策を改めて検討することが必要である。

（調査事項）
①現状保存すべき埋蔵⽂化財に関する考え⽅の整理
②重要な埋蔵⽂化財を現状保存するために必要な事項

Ⅰ．検討の背景

これからの埋蔵⽂化財保護の在り⽅について（第⼀次報告書）

〇議論の前提として、埋蔵⽂化財を以下に区分して整理
（ア）国が指定する史跡に相当するとして⽂化審議会によるリスト化（Ⅳ①で後述）

がなされたもののうち、指定⼿続きが未了であるもの
（イ）内容把握や調査が⾏われた結果段階で、国の史跡指定には相当しないと判断が

なされたもの
（ウ）内容等の把握や価値判断がなされていないもの

（ア）を「指定相当の埋蔵⽂化財」と定義し、より効果的な保存⽅策を検討

〇指定相当の埋蔵⽂化財を抽出する際の⽬安
指定基準(昭和26年⽂化財保護委員会告⽰第２号)の内容を具体化し、指定相当の埋蔵
⽂化財の事前把握を進めやすくする観点から、以下の⽬安を設定する。
①国家形成や国家的な事件等に係る遺跡、各時代の政治や社会の形態を象徴する遺跡
②我が国の社会・⽂化の多様性を⽰す遺跡
③各時代の祭祀信仰・経済・技術・交通等の特性を⽰す遺跡
の要件を満たすものうち、保存状態が良好で必要な範囲が保存されているものの中か
ら、ⅰ典型性・象徴性、ⅱ希少性、ⅲ研究上、学史上の観点から限定し、⽂化審議会
等の意⾒を踏まえ抽出。

Ⅱ．現状保存すべき埋蔵⽂化財に関する考え⽅の整理

資料1



①指定相当の埋蔵⽂化財のリストの作成・公表
国において、地⽅公共団体の協⼒も得て、指定相当の埋蔵⽂化財の具体的な名称や

範囲等をリスト化し、公表する。国は、その保護について、地⽅公共団体に専⾨的な
指導・助⾔を⾏う。また、地⽅公共団体においては、遺跡地図の⾼精度化を図る。
※リストに登載されていない指定相当の埋蔵⽂化財が発⾒された場合においても、国は
積極的に、地⽅公共団体と連携し、技術的助⾔や情報提供を⾏っていく。

②埋蔵⽂化財の内容把握のための技術⾰新
埋蔵⽂化財の事前把握を進めるため、三次元レーザー測量や地中レーダー探査等の

技術導⼊・開発・普及を図る。
③埋蔵⽂化財の把握・周知に向けた都道府県・市町村の役割の明確化
〇都道府県は、指定相当の埋蔵⽂化財の考え⽅等を正確に域内市町村に伝えるとともに、
域内市町村間で著しい差異が⽣じないよう配慮する。また、市町村のみでは困難な
調査や価値判断を、市町村とも協⼒して⾏う。

〇市町村は、域内の埋蔵⽂化財の把握と周知に努めるとともに、積極的な調査、結果の
都道府県との共有、保護に向けた調整等を⾏う。

④近世・近代の遺跡の取り扱い
国において、近世・近代の遺跡や埋蔵⽂化財包蔵地として取り扱う範囲の考え⽅等

を整理し、新たに通知を発出して考え⽅を⽰す。

Ⅳ．重要な埋蔵⽂化財を現状保存するために必要な事項

①埋蔵⽂化財包蔵地の把握と調査に係る課題
あらかじめ埋蔵⽂化財包蔵地の内容等について⼗分な情報がないため、現状、発掘

調査は開発事業に伴って実施されることが多く、結果として開発事業の延期や費⽤増
を招いている。

②指定相当の埋蔵⽂化財の認定と共有に係る課題
指定相当の埋蔵⽂化財の考え⽅の整理・共有が必ずしもなされていないため、発掘

調査において、国の史跡指定に相当するような埋蔵⽂化財が発⾒されても、国と地⽅
公共団体間において適切に情報共有がなされないことがある。

③地⽅公共団体における体制や連携に係る課題
埋蔵⽂化財保護⾏政は専⾨性の⾼い分野であるが、専⾨職員を配置している市町村

は少ない。また、⽂化財部局が保有する埋蔵⽂化財包蔵地の情報を、開発部局や地域
住⺠等に⽰しておく等の連携が必要となる。

④近世・近代の遺跡の把握に係る課題
近世・近代の遺跡については、これまでの国の通知においても必ずしも明確な価値判

断の基準が設けられておらず、その件数は地⽅公共団体間に著しい差がある。

Ⅲ．指定相当の埋蔵⽂化財保護に係る課題

①地⽅公共団体における体制の構築と専⾨職員の確保について
②発掘調査等に協⼒することに伴う事業者における負担等の軽減の在り⽅について

Ⅴ．引き続き検討を要する課題



文化財デジタル活用をめぐる埋蔵文化財保護行政の変遷 

国武貞克 

 埋蔵文化財のデジタル活用をめぐる取り組みは、奈文研と文化庁で異なりながらも相

互にリンクして進展し、埋蔵文化財保護行政に寄与してきた。最近 17 年の変遷は、奈

文研が先行的に、統一的なプラットフォームを研究レベルで開発して提供し、それを受

けた自治体や研究機関の利用状況を見て、文化庁が指針化するという流れで理解するこ

とができる点を強調しておきたい。 

文化庁のデジタル活用についての指針は、平成 22 年の『発掘調査のてびき』刊行、

平成 28 年の「埋蔵文化財保護行政におけるデジタル技術の活用について」の検討開始

とその３件の報告、令和 5年に開始された「「発掘調査のイノベーション事業」の 3段階

で説明される。このうち『てびき』ではデジタルデータの取り扱いについての課題が指

摘されるに留まり、利用条件についての具体的な提案は平成 29 年と令和元年に刊行さ

れた「『デジタル報告 1～3』まで待つこととなった。この背景は、『てびき』刊行に先立

つ 2年前の平成 20 年に島根大学を中心とする国立大学付属図書館連合が開始した「全

国遺跡資料リポジトリ―プロジェクト」が充実して進展し、そのデータベースが平成 27

年に奈文研に移管されて、統一的なプラットフォームである「「全国遺跡報告総覧」が開

発・供用され、それへの参加自治体が急速に増大した当時の現状を受けての対応による

ものである。文化庁の指針提示が、島根大らのリポジトリ―事業開始から 8年遅れた原

因は、平成 22年 6月の発掘調査報告書印刷刊行費に係る会計検査院の指摘が、平成 26

年 12 月の国交省課長通知により一応の解決をみるまで、報告書 PDF の埋蔵文化財行

政上の位置づけを明確化できなかったためである。しかしその後の文化庁の検討は迅速

かつ多角化し、デジタル活用に係る対応方針を網羅的な整理して、先の３件の報告に完

備され明示された。 

 一方で「「遺跡総覧」を開発・供用した後の奈文研の動向としては、先行して供用され

ていた欧州考古学情報共有基盤である ARIADNE プロジェクトと協力し、世界的な考

古学資料プラットフォームの構築に寄与する方針を見出して、遺跡総覧データのさらな

る整備を進めた。とりわけ遺跡の空間情報データの整備が課題となり、抄録データと遺

跡地図データを基にして、地理空間情報の整備を果たして総覧データを連結し、後継の

ARIADNE「Plus プロジェクトに正規メンバーとして参画を果たした。27か国 41 機関の

考古学データが統合されたプラットフォームであり、EU 以外では日本のほか、米国、

アルゼンチン、イスラエルが正規メンバーとなっている。その後、ARIADNE「Plus プロ



ジェクト参画にあたって整備した全国の埋蔵文化財包蔵地の地理空間情報を基盤とし

て、令和 3 年には遺跡 WebGIS を開発・供用した。また近年の遺跡の 3 次元測量デー

タの蓄積に伴い、産業技術総合研究所と協働して、令和 4年に全国文化財デジタルツイ

ンプラットフォームの開発と供用を果たしている。これらは、令和 2年の文化財動画ラ

イブラリーの整備と供用と併せて、新型コロナウィルス感染症に伴う文化財デジタルデ

ータ活用の深化に対応した新たなイノベーションであり、現在はまさに文化財のデジタ

ル活用の爆発化に立ち会っていると言える現状にある。 

 文化庁が令和 5年から開始した「「発掘調査のイノベーション事業」は、上にみたよう

なデジタル技術の活用による多方面かつ急速な深化を背景に、発掘調査の効率化にはと

どまらない質的な変革を意図している。くわえて従来から蓄積されてきた遺跡地図情報

を、高度に複合データ化して、発掘調査や遺跡存否予測の革新的な高度化を目論んでい

る。この点は、奈文研が令和元年の ARIADNE「Plus プロジェクト参画以降、新たな統

一的なシステム供用も想定して、研究と検証の実践を深化させている途上にある。令和

7年以降にはこの課題の研究開発が加速化し、遠からず文化庁から新たな活用指針が提

示されるであろう。 

 ほんの 10 年前には写真や図面データのデジタル化や、報告書の PDF 化が文化財デ

ジタル活用の主な課題であったが、現在は遺跡や遺物のデジタル計測データの高度利用

が課題となっている。まさにデジタル活用の爆発期であり、埋蔵文化財調査の現場にも

その影響は少なくない。遺跡発掘や遺物計測で取得すべき報告に必要なデータは従来と

変わらないはずであるが、それが 3次元データなど高度にデジタル化している現状にお

いて、まずはこれを従来と同じ形式の報告書で報告してもよいのかというのが直近の課

題となるだろう。例えば、石器や土器などの遺物の 3次元計測データの代表といえる株

式会社ラングによる PEAKIT データは 3 次元の高度な情報を視覚的に明瞭に伝達でき

る。この PEAKIT データがもつ情報を十分に利用者に伝えるにはデータそのものを報

告すべきところであるが、現行の紙印刷物を基本としてそれの検索活用データとしての

PDF データでは、2 次元の 6 面展開図にして紙に印刷して配布することになってしま

う。これは高度な情報をもつ 3次元データが現在の報告形態に既に適合的ではないこと

を示している。この点からみれば、現行の紙印刷物による報告書刊行は合理的ではない

といえる。3次元データの活用がより高度化する流れが加速化すると予測される今後は、

3次元データを 2次元化して印刷する現状の手法は、かなり近い将来に行われなくなる

過渡的な報告形態になるだろう。これへの対応策として、報告書の刊行形態を web 型

式の公開とすれば、3次元データの掲載に適している。利便性や低コストであることに



加えて、報告書本来に求められるべき広汎な公開性やデータ保存性の高さが原因となっ

て、web 型式の発掘報告は不可逆的に普及していくに違いない。その際には記録保存調

査結果の担保として、300 部程度の紙印刷物の配布に替わるデジタル上の対案が提示さ

れなくてはならない。 

 遺物の 3次元データを例にみても上のような課題がある。これ以外にも、文化財デジ

タル活用が高度化するとそれに合わせてこれまでの多くの慣行が、改変されていかざる

を得ないであろう。デジタル活用の爆発期に直面した今日は、課題は日々変化している。

今すぐにすべてを解決する方法は示せないが、それでも奈文研がこれまで一貫して開発

供用してきた各種の統一プラットフォームの活用は、それへの解決策の一つとなるであ

ろうと考えている。 





多様な⽂化財情報プラットフォーム
である全国遺跡報告総覧

⽂化財情報研究室 主任研究員
⾼⽥祐⼀

高田パートについて

ＳＮＳ拡散歓迎！

ハッシュタグ
#全国遺跡報告総覧



趣 旨：
埋蔵⽂化財の記録の中⼼となる発掘調査報告書は、
国⺠の共有財産としての価値を最⼤限に活かすた
めに、より開かれた形での情報提供が望ましい。
⽂化財動画や⽂化財ベントなどを調査成果の発信
と連携させることで、より効果的な発信が可能と
なる。当説明会では、報告書の電⼦公開をはじめ、
様々な⽂化財情報の登録に関する実務を説明し、
⽂化財情報の⼀層の活⽤促進をはかることにより、
普及公開に資することを⽬的とする。

何をどうしたら、
どうなるの？

前提



「資料の全貌は，もはや誰にも把握し
きれない。このため現在，研究，⽂化財･
保護の仕事にたずさわる者が，過去の資料
の蓄積を適切に選択して利⽤するのは，⼤
変に難かしいという状況にあり，将来こ
の傾向がさらに甚しくなることは⽬に
みえている」

岩本圭輔「埋蔵⽂化財関係⽤語の収集と整理」
『奈良⽂化財研究所年報』1977年

現状の課題：⽂化財情報の情報爆発

⽥中琢「第⼆次世界⼤戦後、発掘調査の数も多
くなったし、考古資料も厖⼤になった。（中
略）しかし、逆に⽪⾁なことに、あまりにも情
報が多くなりすぎて、かえってようわからんよ
うになってきた。」

佐原真「そうやな。」

⽥中琢・佐原真1993年「切⼝上−エピローグ」『考古学
の散歩道』

現状の課題：⽂化財情報の情報爆発



「年度末に刊⾏される発掘調査報
告書も、その活⽤度はけっして⾼
くはない。いわば制御できないほ
どの情報を、⽇本考古学は抱えて
しまった」

広瀬和雄 2015「解説」『考古学で現代を見る』

⼈間不可読なテキスト量
情報アクセスに機械にも⼿伝ってもらう時代



「発掘調査のもたらす多量の情報に対処
しうる情報処理システムの確⽴、考古学
固有の研究⽅法の強化とすぐれた研究⽅
法の創造、それは発掘調査と資料調査の
実践のなかで⾏われるべきこと」

⽥中琢1982年「考古学、みかけだけのはなやかさ」
『同朋』

情報爆発にどう対応したらよいのか？

説明会の成功：下記を知ること
• 何を

現在公開活⽤できる⽂化財データにはどのよう
なものがあるか？
• どうしたら

どういう公開プラットフォームがあるのか？
詳細⼿順は、⽮⽥報告・武内報告

• どうなるの？
どういう効果があるのか？



調査研究・公開活⽤の循環

調査研究事実報告 考察

報告書 ⽣データ 論⽂

動画イベント

⽂化財

■ユーザ側
 ⼊⼿困難な報告書を閲覧可能

 発掘調査報告書の⽂章に対し全⽂検索
可能

 欲しい報告書PDFをダウンロード
可能

■発⾏機関側

無償で⽂化財関係ＰＤＦを登録可能

 ダウンロード状況の統計データの
閲覧可能

 ⾃機関へのHPリンク設定可能
イベント情報の登録可能

全国遺跡報告総覧概要

・灰⾊⽂献の解消
・蓄積型学問の考古学において、精緻な類例・
前例調査が可能
・地域学習や成果の社会還元https://sitereports.nabunken.go.jp/ja

報告書



全国遺跡報告総覧群データ量
（20241212時点）

■刊⾏物データ量
書誌登録数:132496 件
PDFがある書誌登録数:41383 件
総ページ数 : 5,369,775
総⽂字数 : 3,598,782,699

■⽂化財情報件数
遺跡抄録件数:147674 件
位置情報あり⽂化財情報※：669953 件

※建造物・有形等含む

■その他データ
⽂化財論⽂件数:120618 件
⽂化財動画件数:1310 件
⽂化財イベント件数:1258 件

■⽂化財関係⽤語シソーラス
語彙数 : 190607
※語彙に対する網羅率ではなく単純に登録件数

英語⽤語数 : 9238
韓国語⽤語数 : 1063
簡体字⽤語数 : 1193
繁体字⽤語数 : 500
よみ数 : 65318
類義語数 : 5118
関連語数 : 13393
上位語数 : 26
説明数 : 126976
表記ゆれ数 : 59736
名詞種別数 : 6
電⼦リソース数 : 21

４万ＰＤＦ ５３６万ぺージ ３６億⽂字
位置情報あり⽂化財情報※６７万件

読むことが不可能な量！

https://sitereports.nabunken.go.jp/140161

⽇本に報告書は何冊あるのか？
2016年から9年かかった・・・



戦前を含めた発掘調査報告書類の書誌総数：
99775 件（2024 年 8 ⽉ 26 ⽇時点）

ご協⼒ありがとうございました！！
印刷本を都道府県⽂化財課様に送付いたしました。
データ追加は総覧で登録願います。

送り出し２トン

⽂化財動画







調査研究データ

数値の⼿打ち再⼊⼒
図⾯再トレース



データや成果が⼀番⼤事！

⽂化財データリポジトリ⽂化財オンラインライブラリー

３Ｄデータ

研究データを登録 研究データを引⽤使⽤

論⽂Ａ

報告Ｂ

デジタルはデジタルで公開する。３Dは３Dで扱う
データ再利⽤性向上、データや論⽂の使⽤/被使⽤関係を可視化

報告C

・PDF⾃動出⼒
・組版不要
・公開に費⽤不要
・アクセス性向上

⾼⽥祐⼀「データ再利⽤性と論⽂アクセス性の向上に向けた奈⽂研の取組」https://current.ndl.go.jp/e2699



⽂化財データリポジトリ
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/search-cultural-
data-repository

⽂化財オンラインライブラリー
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/onl
ine-library/report/25



https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2024/10/2024
0901-opendata.html

画像掲載許諾業務
事務量↓

データリポジトリの推進



https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/article/15422

⽂化財論⽂ナビ





イベント

https://current.ndl.go.jp/car/172994



３D

【共同研究】全国⽂化財情報デジタル
ツインの社会実装に関する研究

全国⽂化財情報デジタルツイン
プラットフォームの構築

2022年6⽉、奈良⽂化財研究所と産業技
術総合研究所は共同研究「全国⽂化財情
報デジタルツインの社会実装に関する研
究」を締結しました。 ２つの⽬的を掲げ
ています。

1.⽂化財デジタルデータに関し、データ
仕様およびメタデータの標準化モデルを
作成する
2.⽂化財デジタルデータに関し、プラッ
トフォームおよびデータ連携基盤を構築
する
これらの⽬的を実現するために、協⼒機
関と連携し事業推進しています。

名称︓３DDBViewer
開始⽇時︓2022年10⽉18⽇
ＵＲＬ︓
https://sitereports.nabunken.go.jp/3d
db
※無料で利⽤できます



遺構３Dデータがあれば、登録可能です。ご⼀報ください



https://heritagemap.nabunken.go.jp/

公開日時：２０２１年７月２０ 日（火）

【データ件数と範囲】

全国の文化財に関するデータ 約 61 万件 を WebGIS で

表示できます。 全国 47 都道府県の遺跡や建造物などの情報が対象です。

【検索機能】

文化財の所在地 、種別や 時代等によって検索できるようにし

ました。

【文化財報告書との連携】

文化財報告書が電子公開されているものであれば、全国遺跡報告総覧の当該

報告書のページへ遷移し、報告書を閲覧することができます。

文化財総覧WebGIS



地図から刊⾏物を探す

⽇本には⽂化財が何件あるのか？
名寄せ・洗い替え処理→⽂化財⽬録







登録したらどうなるのか？

問題意識
現在・30年後の市民・学生に現
在・過去世代の成果を活用しても
らうにはどうしたらよいのか？

⼿間がかからないようにする
⾃動化する （⼿間を最⼩化）
投下した⼿間に対してリターンを⼤きくする
データの価値を⾼める（価値の最⼤化）

⼿間＜価値

FAIR原則
Findable（検索可能），Accessible（アクセス可能），Interoperable（相互運⽤可

能），Reusable（再利⽤可能）



システム開発のポリシー

•Once-only principle
 （１回限りの⼊⼒）
•⼀気通貫
•七つの壁を壊す

調査研究・公開活⽤の循環

調査研究事実報告 考察

報告書 ⽣データ 論⽂

動画イベント

⽂化財

⽂化財オンラインライブラリー



ログイン
※ID配布数：1320 機関(2021年06月10日時点)

全国遺跡報告総覧

⽂化財WebGIS
遺跡抄録
Web⼊⼒

⽂化財情報
Web⼊⼒

⾃治体 博物館・⼤学・学会

データ更新登録の流れ【遺跡抄録】
毎年、埋蔵部⾨から
遺跡抄録を奈⽂研に
登録するよう事務連
絡を発出

【遺跡以外】
遺跡以外データ登録
は今後の課題

51

定例⾃動連携処理
定例⾃動反映処理

機関
抄録⾃県分ダウンロード可能

不定期連携

図書系情報基盤 ディスカバリーサービス

地公体（都道府県・市町村）・法⼈調査
組織・博物館・⼤学・学会等 機関ＨＰ

ＨＰアクセスＵＰ

書誌
遺跡抄録

⽂化財イベント
⽂化財動画

書誌
情報準備中

遺跡
抄録

⽂化財総覧WebGIS

書誌

時空間

多様な情報

⼤⼿ネットサービス

※⽇本語667記事、英語40記事で引⽤元
2022.2.10時点

Google
※直接Google検索可能

Wikipedia



１回限りのデータ⼊⼒→適切に蓄積
→⼀気通貫で⾃動で情報流通

→すべての⽂化財情報をデジタルで繋げる
→７つの壁を壊す

• 媒体・コンテンツの壁をなくす 図書/デジタルデータ/インターネット/動
画/テキスト

• 認知の壁をなくす 類義語
• ⾔語の壁をなくす 外国語
• 物理的限界をなくす デジタル化
• データ表現を⾃由にする ３次元
• 法的課題をうまく処理する 知的財産権
• 業界間をシームレスにする ⾃業界で閉じない

海外展開
全世界検索のポータルサイト
（Where,When,What）

結果の簡易表⽰

連携機関のサイトへ

全国の調査機関 各国連携機関

データ 検索結果

⽇本・アメリカ・
イスラエル・アル
ゼンチン

欧州23ヵ国

⽇本

https://ariadne-infrastructure.eu/partners/



遺跡名称を英語で意味が通じ
るように⾃動変換する



https://ja.m.wikipedia.org/w/index.php?search=insource%3A%22sitereports.
nabunken.go.jp%22&title=%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%A4%9C%E7%B4%
A2&profile=advanced&fulltext=1&ns0=1&searchToken=zhxx7zv3j9pxtz4gmz
w2hmrw

■引⽤元 1191 記事（20250117）





1190記事（20250117時点）



デジタル

全国遺跡報告総覧
年度ごとの利⽤状況とデータ数の推移
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ネット時代の公開 新たな⼈と情報
の流れ

ネット

リアル

チラシ

パンフ

報告書 研究会
講演会

遺跡現地
解説版

博物館
解説版

遺跡総覧
動画ライブラリ

データリポジトリ

WebGIS

オンラインライブラリ Youtube

⾃治体サイト

Sketchtfab
NDLサーチ
CiNii Books

CiNii Research

データカタログ

ＳＮＳで
レバレッジ拡散

産総研３DDB
デジタルツインプラットフォーム

データや情報を
⼊⼿して創作活動
（調査研究・学習
コンテンツ作成）
社会的位置・⽂化財継承

ネットで知られないと始まらない
デジタルデータ公開にてリアルに波及させる

もっと詳しく



https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/sea
rch?has_file=x&include_file=include&title
=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%
E3%83%AB%E6%8A%80%E8%A1%93%E3
%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%9
6%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E6%83%
85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E8%A8%98
%E9%8C%B2%E3%81%A8%E5%88%A9%E
6%B4%BB%E7%94%A8

2023年度からオンラインジャーナル化へ
掲載画像等は、データリポジトリとして登録

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/115623



https://sitereports.nabunken.go.jp/115734



 
 

案内「報告書電子化・遺跡抄録登録の実務に関わる説明」 

島根大学附属図書館 

矢田 貴史 

 

説明の中で紹介するマニュアル等は全て全国遺跡報告総覧（以下、「総覧」）HP で公開しています。 

全国遺跡報告総覧TOP＞左メニュー「その他」＞「参加・登録手続、よくある質問」 

 

１．全国遺跡報告総覧でできること 

・文化財情報の発信・可視化 

・文化財情報のアーカイブ 

・利用状況・ニーズの把握 

・文化財情報の利活用 

 

２．対象となる主なコンテンツ 

・報告書書誌・抄録 

・報告書収載の遺跡情報 

・報告書収載の論文情報 

 ※その他、報告書以外の刊行物も広く文化財に関わるものであれば登録 OK！ 

 

３．参加手続き 

（１）参加申込書をメール添付で送付 

（２）登録用 ID/PW の発行（1 週間以内にメールで交付） 

（３）報告書の登録作業・公開 

 ※ID・PW が分からなくなった場合はメールでお問い合わせください。 

 

（関連資料）全国遺跡報告総覧参加申込書 

 

４．報告書の電子化について 

 本事業では、報告書の電子化は行っていません。事前に報告書の電子化（PDF ファイル作成）をお

願いします（抄録のみの登録も可能です）。電子化にあたっては注意事項等をまとめた資料を参考にし

てください。ファイルサイズや OCR 処理については、登録の効率化や検索の利便性の観点からも重要で

すので、特にご配慮ください。 

 

（関連資料）全国遺跡報告総覧が推奨する報告書公開のための電子化仕様 

（関連資料）発掘調査報告書を各機関内で電子化する場合の方法と注意点 

 



 
 

※OCR（オー・シー・アール／Optical Character Recognition／光学式文字認識） 

スキャナなどで読みとった印刷された文字を解析して、コンピュータが認識できる文字データとして取り出

すことを指します。これにより報告書内に含まれる文章内の文字検索が可能となります。 

 

５．実際の登録作業について 

 実際の登録作業について、画面又はマニュアルに沿って説明します。総覧への登録にあたっては、PDF

ファイル以外に、報告書の抄録データ（メタデータ）が必要です。抄録データは検索の精度や利便性向

上という観点からも重要ですので、マニュアル記載のルールに沿ってご登録ください。 

 

    （関連資料）全国遺跡報告総覧データ登録マニュアル 

 

６．他のデータベースとの連携機能について 

 総覧の各報告書画面には国立国会図書館サーチ及び CiNii Books（2025 年中に CiNii 

Research に統合予定）へのリンクが設けられていますが、これは総覧への登録時に連携用 ID を設定

することで実現できます。この機能により、利用者は図書館の所蔵状況を即時に確認できます。冊子報

告書の利活用には欠かせない機能であるため、総覧への登録時にはぜひあわせて設定をお願いします。

詳しくは、資料をご覧ください。 

 

    （関連資料）全国遺跡報告総覧に入力する JP 番号の探し方 

    （関連資料）全国遺跡報告総覧に入力する NCID の探し方 

    

７．イベント情報の登録 

８．文化財動画ライブラリーへの動画情報登録 

９．文化財論文の登録 

 

     （関連資料）文化財動画ライブラリーへの動画情報登録マニュアル    

（関連資料）文化財論文登録マニュアル 

  ※イベント情報登録については、全国遺跡報告総覧データ登録マニュアル内に掲載 

 

10．報告書の著作権について 

 報告書の著作権は、発行主体である自治体等に帰属しますが、総覧での公開にあたっては、（１）

著作物の内容を複製しサーバに蓄積すること、（２）インターネット上で無償公開すること、の２点につ

いてご了承ください。 

なお、自治体の業務として発行した報告書であれば通常自治体に著作権が帰属すると思われますが、

外部研究者に執筆を依頼した場合などは、自治体と著者、印刷業者間などでどのような権利処理が行

われているかに依存しますので、ご確認をお願いします。必要な許諾は、各発行自治体の責任において



 
 

行ってください。  

 

   （関連資料）著作物の電子化の許諾に関する覚書（サンプル） 

 

＜参考＞著作権に関するQ＆A 

Q1.発掘調査報告書に著作権はありますか。 

発掘調査報告書は著作物だといえ、著作権法による保護を受けます。 

※著作物の定義・・・「思想又は感情を創作的に表現したものであつて，文芸，学術，美術又は音楽

の範囲に属するもの」(著作権法第 2 条第 1 項第 1 号) 

 

Q2.職務として発掘調査報告書を執筆した職員に著作権はありますか。 

 契約等の別段の定めがない限り、職員に著作権はありません。職務で作成した報告書は、職務著作

となり、法人が著作権を有します。 

※職務著作の要件・・・「①法人等の発意に基づく著作物であること／②法人等の業務に従事する者が

創作すること／③職務上の行為として創作されること／④法人等の名義で公

表されるものであること／⑤契約や就業規則等で別段の定めがないこと」 

 

Q3.外部研究者に執筆してもらった箇所などの著作権の帰属はどうなりますか。 

 通常、外部研究者に著作権があります。雇用関係がないため、職務著作となりません。 

 

Q4.報告書に掲載している画像に著作権はありますか。 

職務として、出土した遺構の状況や遺物を撮影した場合、法人が著作権を有します。法人が著作権

を有しない写真（画像）で、撮影者の創意工夫が入っているといえる場合は撮影者の著作物として保

護される可能性があるため許諾が必要です。 

 

Q5.許諾を確認できない原稿や写真などはどうしたらよいでしょうか。 

やむを得ない場合は、該当の部分のみマスクをかけた状態で公開することができます。 

 

Q6.発掘調査報告書を電子公開する際に著作権に関係する権利は？ 

複製権と公衆送信権について権利者から許諾を得る必要があります。 

 

※詳細は、総覧で公開している「文化財と著作権」（第 2 章・第３章）もご参照ください。 

URL: https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/115734 

 

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/115734


2024年度 報告書データベース作成に関する説明会

人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業
に関する説明

武内樹治（奈良文化財研究所）

（各種文化財情報の登録説明含む）

本説明会は、
「JSPS人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業」

に基づき開催しています。

TAKATA YUICHI
取り消し線



事業の背景

2021年 科学技術・イノベーション基本法
人文科学も科学技術に含まれた
人文科学を含む科学技術とイノベーション創出の一体的・総合的な振興を進めるための法改正

2021年 第6期科学技術・イノベーション基本計画
「自然科学のみならず人文・社会科学も含めた多様な「知」の創造と、「総合知」による現存の社会全
体の再設計、さらには、これらを担う人材育成が避けては通れない」

「人文・社会科学の研究データの共有・利活用促進するデータプラットフォームについて、2022 年度ま
でに我が国における人文・社会科学分野の研究データを一元的に検索できるシステム等の基盤を整備す
るとともに、それらの進捗等を踏まえた2023 年度以降の方向性を定め、
その方針に基づき人文・社会科学のデータプラットフォームの更なる強化に取り組む」

日本の人文学・社会科学分野のデータインフラ構築は不可欠

2018年度～
人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築
推進事業

社会科学
・社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター（東京大学）
・経済研究所（一橋大学）
・経済学部附属経済研究所パネルデータ設計・解析センター（慶應義塾大学）
・JGSS研究センター（大阪商業大学）

人文学
・史料編纂所（東京大学）

拠点機関

事業の経緯



人文学・社会科学分野データのメタデータの一括
検索が可能なデータカタログ

メタデータ：
作成者、作成時期、データの概要など、
データを説明する上で必要な情報

事業の経緯

JDCat パンフレット
https://jdcat.jsps.go.jp/about



JDCat連携のメリット

登録する情報を見つけてもらいやすくなる！

自身のデータの利活用が促進される

多言語化も行うため、海外からのアクセス性が向上する！

登録・データ作成・保有者側

教育利用（学生と同じデータを利用して分析方法を指南）に活用できる

自身の研究に必要なデータを効率的に探すことができる
（多様なデータアーカイブの一括検索機能、人文学＋社会科学）

利用者側



2023年度～

人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業

・附属図書館（神戸大学）
・奈良文化財研究所（国立文化財機構）

拠点機関

中核機関

・社会科学研究所（東京大学）
・史料編纂所（東京大学）

システム担当機関

国立情報学研究所（情報・システム研究機構）

奈文研ココ

奈良文化財研究所では、
全国の木簡情報をとりまとめた「木簡庫データベース」、
全国の文化財情報を収集した「全国遺跡報告総覧」
を運営し公開しています。
本研究所では、本事業において下記のことを実現することを目指します。

① JDCat連携を通じたデータ可視化

② 木簡・文化財情報のデジタル化の促進

③ 文化財情報の多言語化

④ 全国の関係機関を対象にした説明会実施による機運の醸成

⑤ 全国遺跡報告総覧Webプラットフォームを介した研究データの受入強化

奈文研の計画・目標



奈良文化財研究所では、
全国の木簡情報をとりまとめた「木簡庫データベース」、
全国の文化財情報を収集した「全国遺跡報告総覧」
を運営し公開しています。
本研究所では、本事業において下記のことを実現することを目指します。

① JDCat連携を通じたデータ可視化

② 木簡・文化財情報のデジタル化の促進

③ 文化財情報の多言語化

④ 全国の関係機関を対象にした説明会実施による機運の醸成

⑤ 全国遺跡報告総覧Webプラットフォームを介した研究データの受入強化

奈文研の計画・目標

本説明会の意義

保有するデータ群
他機関データの拡充を推進

〇木簡庫

木簡 56832件

〇全国遺跡報告総覧

PDFがある書誌登録数 41,682 件( 発行機関数 707 機関 )

文字数 約３6億

書誌登録数 132,661 件( 発行機関数 1,919 機関 )

遺跡抄録件数 147836 件

文化財論文件数 121,087 件

文化財動画件数 1,330 件( 登録機関数 121 機関 )

〇文化財総覧WebGIS

文化財全般 670,078件

〇その他

３Dなどのデータセット群



全国文化財情報デジタルツインプラットフォーム
https://sitereports.nabunken.go.jp/3ddb

Sketchfab
例）奈良文化財研究所アカウント
https://sketchfab.com/nabunken

各自治体のアカウント

３Dモデル メタデータ

３Dモデル メタデータ

文化財データリポジトリ
３Dモデルカタログ

文化財データリポジトリ
３Dモデルプラットフォーム改修

３Dモデル メタデータ

メタデータ

メタデータ

メタデータ

JDCat

メタデータ

メタデータ

メタデータ

データ連携

３Ｄモデルの連携

外部機関
（自治体・博物館・
大学・学協会等）

奈良文化財研究所
JDCat

歴史史料研究室

文化財情報研究室 OAI-PMH
連携機能

ファイル
統合機能

ハーベスト処理

木簡データ

調査研究画像

文化財関係
データ

研究データ
報告書
論文情報
動画
文化財位置情報
３Dモデル 登録Web画面

アカウント管理

木簡学会

木簡

JDcat連携の計画文化庁

依頼文書（埋蔵文化財）

データ項目マッピング
データクレンジング
多言語化

全国説明会

https://sketchfab.com/nabunken


木簡 奈文研＋自治体データ

※連携データは
公開画像有のみ
3万件弱

木簡庫 IRDB JaLC

奈文研 NII JaLC

メタデータ
ハーベスト

DOI付
メタデータ
ハーベスト

2025年1月下旬を目途に木簡庫データベースをJDCat連携予定
連携に必要なコンテンツへのDOI付与、メタデータ整理を行った。

JDCat

DOI列追加
メタデータ
ハーベスト

完了

2025年1月下旬予定

JDCat項目対応、多言語化



データ連携計画

2024年度 木簡庫データベース 連携中
※画像データが公開されているもの

2025年度 全国遺跡報告総覧 報告書データ 連携予定
※PDFデータが公開されているもの

2026・2027年度 文化財データリポジトリ・文化財3Dモデル
文化財論文情報・全国文化財目録



参考文献

山田太造・中村覚・渋谷綾子・大向一輝・井上聡 2021「日本史史料を対象とした研究データ基盤整備におけ
る課題」じんもんこん2021論文集, 2021, 80-87.

人文学・社会科学データインフラストラクチャー強化事業 人文学データシンポジウム「人文学研究資源とし
てのデジタルデータ」講演資料
https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/di/news/2024-03-12_materials/

独立行政法人日本学術振興会 人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業 2021「人文学・
社会科学におけるデータ共有のための手引き̶人文学・社会科学データインフラストラクチャーの構築に向
けて̶」
https://www.jsps.go.jp/file/storage/general/english/e-di/data/A_Guide_to_Data_Sharing_in_the_Human
ities_and_Social_Sciences.pdf

日本学術振興会 2021 「人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業：背景、取組、成果及
び課題」 科学技術・学術審議会 学術分科会人文学・社会科学特別委員会（第6回）令和3年6月21日資料
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000120425.pdf

開催日時 2025年1月31日（金）13:00-16:00

会場 東京大学本郷キャンパス 福武ラーニングシア
ター およびオンライン(Zoom)
（ハイブリッド開催）

主催 東京大学史料編纂所・社会科学研究所

申し込みフォーム 参加には事前のお申し込みが必要で
す。 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqBGAejqvvGW
7AaxUi6_d9DVw5QOw_wV2Nvxjz1bNTmuqJ_Q/viewform

申込期限：2025年1月28日(火)

人文学・社会科学データインフラストラクチャー
強化事業フォーラム
「研究データの利活用と流通を強化する」

https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/di/news/2024-03-12_materials/
https://www.jsps.go.jp/file/storage/general/english/e-di/data/A_Guide_to_Data_Sharing_in_the_Humanities_and_Social_Sciences.pdf
https://www.jsps.go.jp/file/storage/general/english/e-di/data/A_Guide_to_Data_Sharing_in_the_Humanities_and_Social_Sciences.pdf
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000120425.pdf


全国遺跡報告総覧
各種文化財情報登録の説明

https://heritagemap.nabunken.go.jp/

公開日時：２０２１年７月２０ 日（火）

【データ件数と範囲】

全国の文化財に関するデータ 約 67 万件 を WebGIS で表示できます。

全国 47 都道府県の遺跡や建造物などの情報が対象です。

【検索機能】

文化財の所在地 、種別や 時代等によって検索 できるようにました。

【文化財報告書との連携】

文化財報告書が電子公開されているものであれば、全国遺跡報告総覧の当該

報告書のページへ遷移し、報告書を閲覧することができます。

★報告書を読み込んで頭の中で位置情報を再構成するのは困難だった！改善！

文化財総覧WebGIS

https://heritagemap.nabunken.go.jp/


会場周辺を表示

・遺跡抄録データ 約14万件
・遺跡データベース（更新停止）約48万件
・国土交通省：都道府県指定文化財データ
・文化庁：国指定文化財等データベース
・各地方公共団体の文化財オープンデータ

様々な
文化財情報源

全国遺跡報告総覧：全国文化財目録の公開
https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2023/12/cultural-property-catalogue.html

文化財の物件ごとに自動名寄せ
約51万件



文化財情報登録・修正

・新規文化財の登録

・登録されている文化財情報の修正
（テキスト、位置情報（文化財地点・遺跡範囲）など）

ここから簡単に手順を説明していきます。

修正後の反映
・文化財総覧WebGIS：データ連携の都合上、数日かかる

・遺跡総覧 全国文化財目録：修正後即時反映

登録・修正可能な文化財範囲
・基礎自治体は、文化財の所在地がご自身の自治体（市町村）となっているものを修正
できます。
・都道府県側は、登録されている文化財の所在地で所在市町村を特定できなかったもの
や複数の自治体にまたがる文化財などを修正できます。

従来は管理者側でしか扱えなかったデータを、市町村コードを付与して各自治体が管
理・修正できるようになっております。





各種文化財情報の登録修正マニュアル 

【全国説明会版】 

1. 全国遺跡報告総覧の画面左下のスタッフログインからログインして下さい。

2. スタッフログイン画面では、自所属の文化財情報のみが表示されます。

←こちらから入って下さい 

←こちらから入って下さい 

TAKATA YUICHI
挿入テキスト
o

TAKATA YUICHI
挿入テキスト
o



3. 各種文化財情報一覧の画面で、「新しい各種文化財情報」のタブをクリックすると、

入力画面が表示されます。

なお、修正時は 5.へ進んで下さい。 

4. 各文化財情報の画面が表示されたら、文字情報を入力して下さい。

↓ 既に登録済のデータが表示されます 

クリックして下さい→

所在地の全国地方公共団体コードを５桁で記載して下さい 

該当する時代を選択肢から選んで

下さい。該当する選択肢がない場

合には、入力をお願いします。 

該当する種別を選択して下さい 

複数の都道府県や市町村をまたぐ場合「;」(半角のセミコロン）区切

り

都道府県コードを 2桁で記載して下さい 



 

 

 

  

指定文化財の場合は、こちらへ指定年月日を記載して下さい。

半角文字で（例）のとおりお願いします。 

（例）2017-09-01  

西暦年 4桁、月 2桁、日 2桁をハイフンで接続 

中心座標が分かる場合は、入力して下さい。 

10進法表記で小数点以下 6桁以上（測地成果 2011） 

地図上で目視し、入力する方法も別途ありますが、ここでは

文字情報の入力をお願いします。 

入力が終わりましたら、登録をクリックして下さい。 

 

出典となるデータベースがある場合は、URLを加筆して下さい。 

 

ポリゴンは別途、地図から入力・修正をして下さい。 

地図上で削除できない場合は、こちらで削除して下さい。 



5. 各種文化財情報一覧画面の下段に、新規登録した文化財情報が表示されていることを

確認して下さい。 

登録後の各文化財情報のデータは、上段の検索画面から検索する方法と下段の一覧か

ら選択する方法があり、下段の一覧では、rec_noをクリックすると、各文化財情報が

表示されます。修正時には、この画面から入ります。 

 

 

 

 

  

↓ 登録するとデータが表示されます 

クリックして下さい→ 



6. 各文化財情報の画面が表示されたら、文字情報は、地図の上段の「文字情報の修正」

から修正して下さい。 

地図上の位置情報を修正する場合は、地図の上段の「ポリゴンの修正」「中心座標の

修正」から修正して下さい。 

修正した位置情報の更新は一週間に一回ですので、次週に改めて、確認して下さい。 

 

  

 

■「文字情報の修正」の画面 

 4.各種文化財情報新規登録と同じ画面が表示されます。 

 文字情報の修正は、こちらからお願いします。 

  

←こちらから入って下さい 

←所在地の香川県小豆島町 



■「中心座標の修正」の画面 

 

■「ポリゴンの修正」の画面 

   

 

 

修正が終わりましたら、保存をクリックして下さい。 

 

マウスの先端に水色のポイントが表示

されます。 

マウスの先端を正確な位置へ移動させ

てクリックすると、赤ポイントが移動

します。 

 

画面を拡大できます 

加筆修正が終わりましたら、保

存をクリックして下さい。 

 

画面を拡大できます 

画面の表示にしたがって、加筆修正をお願いします。 



 

画面を拡大してポリゴンを新規加筆します。 

 

 

ポリゴン削除は、現在、改修中のため、画面表示の指示どおりに削除できますが、保存出来

ません。つきましては、文字情報の修正から削除をお願いします。 

 

 

 

ポリゴンラインへマウスを移動させる

と、先端に水色のポイントが表示されま

す。 

文化財の範囲を囲んでいくために、画面

を拡大し、マウスでクリックしていきま

す。 

囲み終えると、水色から赤色に表示が変

わります。 

最後に、右上の保存をクリックして下さ

い。 

 

 

ポリゴンの削除ができない場合は、文字情報の修正から削除して下さい。 



■文字情報の修正画面から削除する場合

 

 

7. 併せて、全国文化財目録で検索し、他の組織の管理分や重複の有無をご確認ください。 

 

〇その他注意点 

なお現在、管理用コードの変更は、奈良文化財研究所に限定された仕様となっております。

つきましては、管理用コード変更を希望する場合はご連絡いただけますと幸いです。 

 

←こちらから入って下さい 

数値を選択し、キーボードの Delete で削除して下さい。 

←重要 入力した 1 件の文化財情報が全て削除されますので、 

ここではクリックしないで下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年度報告書データベース作成に関する説明会 

予稿集 

 
 

発行日 2025（令和 7）年 1月 20日 

編 集 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 

企画調整部文化財情報研究室 

発 行 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 

企画調整部文化財情報研究室 

〒630-8577 奈良県奈良市二条町 2-9-1 
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